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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年４月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員   岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年１０月２５日 ０３時０８分ごろ 

発生場所 鹿児島県宇検
う け ん

村枝手
え だ て

久
く

島西方沖 

曽
そ

津高
つ こ う

埼灯台から真方位０３６°３.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２８°１８.２′ 東経１２９°１０.６′） 

事故の概要  押船第八瑞穂
み ず ほ

丸は、起重機台船第八瑞穂丸と押船列を構成して南西

進中、浅瀬に乗り揚げた。 

 押船第八瑞穂丸は、起重機台船第八瑞穂丸から離れて沈没し、ま

た、起重機台船第八瑞穂丸は、左舷船底外板の破口等を生じて浸水し

た。 

事故調査の経過 令和４年１０月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第八瑞穂丸、１９トン 

２９２－５１４０８鹿児島、株式会社南栄建設工業（Ａ社） 

１１.９３ｍ×５.６２ｍ×２.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,５１８kＷ（合計）、平成２８年４月 

Ｂ 起重機台船 第八瑞穂丸、約９４７トン 

   なし、Ａ社 

   ５９.００ｍ×２２.００ｍ×４.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成７年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 ４８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成５年３月２３日 

免許証交付日 令和２年３月６日 

         （令和７年４月１２日まで有効） 

甲板員Ａ ４９歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２４年１２月２８日 

  免許証交付日 平成２９年１０月１９日 

         （令和５年１月３日まで有効） 

作業員Ａ ６５歳 



- 2 - 

二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１６年７月１６日 

  免許証交付日 令和２年９月２４日 

         （令和７年９月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 沈没（全損） 

Ｂ 左舷船底外板の破口等（全損）、搭載艇２隻が流出 

 気象・海象 天気 晴れ、視界 良好、潮汐 上げ潮の中央期 

(1) 気象観測値 

本事故発生場所の東北東方約１７.５Ｍに位置する名瀬測候所の

観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

（時:分） 

平均 最大瞬間 

風向 
風速

（m/s） 
風向 

風速

（m/s） 

10 月 24 日 

２２:００ 

 

北北西 

 

５.９ 

 

北西 

 

１０.９ 

２３:００ 北 ５.３ 北 １０.５ 

２４:００ 北北西 ８.１ 北北西 １３.９ 

10 月 25 日 

０１:００ 

 

北北西 

 

７.５ 

 

北北西 

 

１２.７ 

０２:００ 北北西 ７.６ 北 １１.９ 

０３:００ 北北西 ５.３ 北北西 ８.７ 

０４:００ 北北西 ５.９ 北北西 １０.７ 

(2) 波浪 

全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）の観測地点（名瀬港：

北緯２８°２７′０７″東経１２９°３１′１８″）における観

測値は、次のとおりであった。 

時刻 

（時:分） 

有義波高 

（ｍ） 

有義波周期 

（秒） 
波向 

10 月 24 日 

２２:００ 

 

２.４３ 

 

７.５ 

 

北西 

２３:００ ２.７６ ７.７ 北北西 

10 月 25 日 

００:００ 

 

２.８６ 

 

７.５ 

 

北西 

０１:００ ２.６３ ７.６ 北北西 

０２:００ ２.７１ ７.７ 北北西 

０３:００ ２.７６ ７.５ 北北西 
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０４:００ ２.６４ ７.８ 北北西 

(3) 注意報 

   気象庁の情報によれば、鹿児島県奄美地方には、１０月２３日

１５時５３分に波浪注意報が、２４日１９時０５分に強風注意報

がそれぞれ発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長及び甲板員３人が乗り組み、作業員４人を乗せ、Ｂ船

の船尾凹部に結合して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成

し、鹿児島県瀬戸内町篠川湾に回航してケーソンの仮置き作業に従事

する目的で、２３日１７時ごろ鹿児島県鹿児島市鹿児島港谷山二区を

出港した。 

甲板員Ａは、２４日２３時４５分ごろ昇橋して船長から航海当直を

引き継いだ際、Ａ船押船列がＧＰＳプロッターに表示された予定針路

線の東側（左側）を航行しているように見えたが、大幅なずれ
．．

ではな

いので問題ないと思った。 

甲板員Ａは、２３時５０分ごろ昇橋した作業員Ａと共に当直を開始

し、自ら操船に当たり、約５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で自動操舵により航行中、右舷船尾方からの風及び波により左

舷方に圧流されるのを感じたので、自動操舵装置のコントロールユ 

ニットのボタンで設定方位を２１８°前後で調整するとともに時折舵

輪を使用し、針路を２１０°前後に保持しながら航行を続けた。 

甲板員Ａは、翌２５日０１時４５分ごろ作業員Ａと操船を交替し、

０２時１０分ごろ機関室計器類の定時確認の目的で操舵室を離れ、 

０２時５０分ごろ操舵室に戻ったが、船体動揺による船酔いで気分が

すぐれなかったので、操舵室後部の長椅子で休んでいた。 

作業員Ａは、０１時４５分ごろ甲板員Ａから操船を引き継いだ際、

Ａ船押船列が予定針路線の東側を航行しているように見えたが、大幅

なずれ
．．

ではないので問題ないと思い、針路が２１０°前後に保持され

ていることをレーダーで確認しながら、約５kn の速力で自動操舵によ

り航行を続けた。 

作業員Ａは、０２時１５分ごろ、波やうねりの影響で船首が左右に

振られていたものの、正船首方に見えていた曽津高埼灯台の灯光（以

下「本件灯光」という。）が右舷船首方に移動していくように見え、

Ａ船押船列が左舷方に圧流されていると思い、レーダーのレンジを切

り替えて確認したところ、左舷方にある奄美大島の陸岸に近づいてい

たので、Ａ船押船列を沖に向けようと自動操舵装置の設定方位を  

２４０°とした。 

作業員Ａは、自動操舵装置の設定方位を変更した後、今度は本件灯

光が正船首方から左舷船首方に移動していくように見えたので、Ａ船

押船列が陸岸から遠ざかっているから大丈夫だと思って目視で航行を

続けていたところ、０３時０８分ごろゴーンという音に続いて振動を
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感じ、Ａ船押船列が浅瀬に乗り揚げたのを認めた。 

作業員Ａは、主機操縦ハンドルを中立にした後、船長及び他の乗船

者に本事故の発生を知らせようとＢ船にある居住区に向かい、また、

船長は、居住区の自室にいたところ複数回大きな衝撃を感じ、着替え

て自室を出ようとしたとき、作業員Ａから本事故発生の知らせを受け

た。 

船長は、Ｂ船の左舷側が浅瀬に乗り揚がった状態で、右舷側が傾斜

して水面下に沈んで浸水しており、また、Ｂ船の居住区とＡ船の上部

操舵室をつなぐ連絡通路が崩落しているのを認めた。 

船長は、携帯電話で１１８番通報を試みたものの電波の状態が悪く

て繋
つな

がらず、居住区３階の船室に設置されていたＥＰＩＲＢ（衛星利

用非常用位置指示無線標識装置）のスイッチを入れた。 

船長ほか乗船者７人は、全員が救命胴衣及びヘルメットを着用して

居住区３階の船室に避難し、携帯型ＶＨＦ無線電話で海上保安庁の巡

視船と連絡を取りながら救助を待った。 

船長ほか乗船者７人は、０８時３５分ごろから０９時２０分ごろに

かけて、海上保安庁のヘリコプタにより２回に分けて吊り上げ救助さ

れた。 

Ａ船は、波浪によってＢ船から離れ、本事故現場付近の海底に沈没

して全損となり、また、Ｂ船は、左舷船底外板の破口等を生じて浸水

し、全損となった。 

Ｂ船に搭載されていた２隻の小型船舶は、本事故時にＢ船から流出

して付近の海岸に打ち上げられたが、１１月１日及び８日にそれぞれ

陸揚げされた。 

（付表１ ＡＩＳ記録（抜粋）、付図１ 航行経路図、写真１ Ａ船

押船列 参照） 

 その他の事項 

 

(1) 船体構造等 

  Ａ船は、船体中央部に設けられた櫓
やぐら

の上部と下部の２か所に操

舵室があり、パッドタイプの油圧式連結装置によりＢ船の船尾凹

部に結合してＡ船押船列として航行する際は、周囲の視界が確保

された上部操舵室で操船が行われていた。 

Ｂ船は、船首部にジブの長さが約３７ｍの旋回式クレーンを、

船体中央部やや後方に居住区及びスパッド２基をそれぞれ有して

いた。 

Ａ船押船列の喫水は、船首約１.４ｍ、船尾約１.６ｍであっ

た。 

 （図１ 一般配置図 参照） 
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(2) 航海計器等 

Ａ船の上部操舵室には、前部中央に舵輪があり、舵輪のすぐ左

舷側の壁面に自動操舵装置が、また、前部左舷側にＧＰＳプロッ

ター及びレーダーが、前部右舷側に主機操縦ハンドルがそれぞれ

設置されていた。 

自動操舵装置は、本事故当時、設定した船首方位を保持する 

モードに設定されており、作業員Ａは、針路変更を行う際、コン

トロールユニットのボタンで設定方位を変更することで操舵して

おり、舵輪は使用していなかった。 

船長は、鹿児島県十島
と し ま

村諏訪之瀬
す わ の せ

島の東方約１０Ｍの地点（北

緯２９°３８.６′東経１２９°５５.８′付近）及び曽津高埼灯

台の南西方約３Ｍの地点（北緯２８°１３′東経１２９°０６′

付近）を変針点としてＧＰＳプロッターに入力し、両変針点を結

ぶ線を予定針路線として画面上に表示させ、これに沿って航行す

るよう航海当直を行う甲板員及び作業員に伝えていた。 

作業員Ａは、操船中、ＧＰＳプロッターに奄美大島全体が表示

されており、縮尺が小さかったので、予定針路線と大幅なずれ
．．

が

ないように見えたのかもしれないと本事故後に思った。 

甲板員Ａ及び作業員Ａは、操船中、主に本件灯光とレーダーに

より船位を確認しており、ＧＰＳプロッターの縮尺を変更するな

どして予定針路線から離れた状況を確認することはなかった。 

本事故後、Ａ船が沈没したのでＧＰＳプロッター及びレーダー

を検証することができなかったが、船長によれば、出港前、ＧＰ

Ａ船 

Ａ船押船列 

図１ 一般配置図 

Ｂ船

Ａ船

クレーン

スパッド

居住区

上部操舵室

下部操舵室

Ｂ船 
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Ｓプロッター及びレーダーに海岸線データカードを挿入して海岸

線や等深線が表示される状態としており、甲板員Ａ及び作業員Ａ

も、操船中、海岸線や等深線等が表示されているのを認識してい

た。 

甲板員Ａ及び作業員Ａは、Ａ船押船列が乗り揚げた浅瀬の存在

を知らなかったが、航行中、レーダー及びＧＰＳプロッターを適

切に確認していれば、浅瀬に気付いた可能性があると本事故後に

思った。 

本船の上部操舵室に設置されていたＧＰＳプロッターと同型の

ＧＰＳプロッターに海岸線データカードを挿入し、本事故現場付

近を表示させたところ、図２のとおりであった。（図２参照） 
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(3) 乗船経験 

   甲板員Ａは、起重機船の玉掛け作業員等として勤務した経験が

あり、平成２３年にＡ社に入社し、翌年に操縦免許を取得後、押

船の操船に携わるようになった。 

   作業員Ａは、１６歳の頃からかつお
．．．

漁船やセメント運搬船等に

枝手久島

本事故発生場所

奄美大島全体を表示 

図２ 同型のＧＰＳプロッターの映像 

本事故発生場所
本事故発生場所

枝手久島周辺を表示 

事故発生場所付近を拡大表示 
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乗船した経験があり、平成２０年にＡ社に入社後、押船の操船に

携わるようになった。 

(4) 航海当直体制等 

 船長は、本事故当時の鹿児島港から篠川湾までの航海に当た

り、船長、甲板員３人及び作業員３人により、４時間３交替の航

海当直体制を組んでおり、Ａ社担当者もこれを認識していた。 

甲板員Ａは、船員として雇入れが行われていたが航海当直部員

の認定を受けておらず、また、作業員Ａは、船員として雇入れが

行われていなかった。 

(5) Ａ船の最大搭載人員及び用途 

Ａ船の船舶検査証書によれば、最大搭載人員が、沿岸小型船舶

区域*1を超える場合、旅客０人、船員３人、その他０人の計３人と

されており、また、用途が曳船兼作業船とされていた。 

(6) Ｂ船の臨時航行検査 

    Ｂ船は、本事故時の鹿児島港から篠川湾までの回航に当たり、

船舶安全法に基づき、平水区域からＡ船押船列の最強速力（約７

kn）で４時間以内に往復できる区域（特定短距離区域）を超えて

航行する場合に必要となる臨時航行検査を受けていなかった。Ｂ

船は、過去に回航を行った際には、臨時航行検査を受けていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

(1) ＡＩＳ記録及び予定針路線から、Ａ船押船列は、２４日２３時

４５分ごろ甲板員Ａが船長から航海当直を引き継いだ際、及び翌

２５日０１時４５分ごろ甲板員Ａが作業員Ａに操船を交替した

際、共に予定針路線から約２.５Ｍ東方に離れた状態で枝手久島北

東方沖を南西進していたものと推定される。 

(2) 甲板員Ａ及び作業員Ａは、操船中、ＧＰＳプロッターによりＡ

船押船列が予定針路線の東側を航行しているのを認めたものの、

縮尺が小さい状態で同プロッターを確認していたことから、予定

針路線からのずれ
．．

が大幅なものではなく、問題ないと思った可能

性があると考えられる。 

(3) ＡＩＳ記録及び曽津高埼灯台の位置情報によれば、０２時１５

分ごろのＡ船から見た曽津高埼灯台の方位は約２２０°であり、

作業員Ａが自動操舵装置の設定方位を２４０°に変更した後、船

首方位が徐々に２３０～２４０°に変化したことから、作業員Ａ

は、本件灯光が正船首方から左舷船首方に移動していくように見

                             
*1  「沿岸小型船舶区域」とは、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に

接するものの各海岸から５海里以内の水域及び平水区域をいう。 
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え、左舷方にある奄美大島の陸岸から遠ざかっているから大丈夫

だと思ったものと考えられる。 

(4) Ａ船押船列は、予定針路線から約２.５Ｍ東方に離れた状態で枝

手久島北東方沖を南西進中、作業員Ａが、Ａ船押船列が予定針路

線から大きく離れていないとの認識で操船していたが、自動操舵

装置の設定方位を変更した後、本件灯光が正船首方から左舷船首

方に移動していくように見え、左舷方にある奄美大島の陸岸から

遠ざかっているから大丈夫だと思い、目視のみで航行を続けたこ

とから、枝手久島西方沖の浅瀬に向かう針路で航行していること

に気付かず、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

(5) 本事故発生時、甲板員Ａは、航海当直部員の認定を受けておら

ず、また、作業員Ａは、船員として雇入れが行われていなかった

ことから、Ａ船において適切な航海当直体制が組まれていなかっ

たものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船押船列が予定針路線から約２.５Ｍ東方に離

れた状態で枝手久島北東方沖を南西進中、作業員Ａが、Ａ船押船列が

予定針路線から大きく離れていないとの認識で操船していたが、自動

操舵装置の設定方位を変更した後、本件灯光が正船首方から左舷船首

方に移動していくように見え、Ａ船押船列が左舷方にある奄美大島の

陸岸から遠ざかっているから大丈夫だと思い、目視のみで航行を続け

たため、枝手久島西方沖の浅瀬に向かう針路で航行していることに気

付かず、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、夜間に航行する際、目視で灯台の灯光等を確認するだ

けでなく、レーダーやＧＰＳプロッターを活用し、船位及び対地

針路の確認を行うこと。 

・操船者は、ＧＰＳプロッター等に予定針路線が示されている場

合、縮尺を変更するなどして同線からの逸脱がないように操船す

ること。特に、航海当直や操船を交替する際には十分に確認した

上で引継ぎを行うこと。 

・船舶所有者は、船員法に基づき、船長が適切な航海当直体制を組

むことができるよう、船内で使用する者の雇入れを行い、また、

航海当直部員の認定を受けた者を乗り組ませること。 

・船舶所有者は、船舶検査証書に記載された最大搭載人員及び用途

を守ること。 

・船舶所有者は、船舶安全法に基づき、臨時航行検査を受けるこ

と。 
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付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻        

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※

（°） 

船首方位※

（°） 

対地速度

(kn) 
北 緯     

（°－′－″） 

東 経      

（°－′－″） 

23:30:08 028-34-50.40 129-21-59.64 215.5 226 4.9 

23:45:08 028-33-39.35 129-21-23.60 199.8 214 5.4 

00:00:08 028-32-28.35 129-20-43.20 213.2 221 5.3 

00:05:08 028-32-04.99 129-20-28.61 216.9 222 5.3 

00:10:10 028-31-42.90 129-20-11.98 217.3 227 5.4 

00:15:08 028-31-21.40 129-19-55.16 215.5 222 4.7 

00:20:07 028-30-57.99 129-19-41.41 212.3 223 5.4 

00:25:08 028-30-34.05 129-19-26.52 206.4 223 5.3 

00:30:08 028-30-11.25 129-19-10.63 213.1 221 5.4 

00:35:08 028-29-47.75 129-18-54.79 210.2 223 5.4 

00:40:08 028-29-23.89 129-18-39.21 206.8 215 4.8 

00:45:09 028-29-00.50 129-18-23.00 218.3 220 5.3 

00:50:08 028-28-37.52 129-18-06.43 212.9 219 5.5 

00:55:07 028-28-13.36 129-17-49.69 212.3 221 6.0 

01:00:09 028-27-48.03 129-17-34.14 203.3 210 5.8 

01:05:07 028-27-20.74 129-17-21.42 203.0 211 6.2 

01:10:07 028-26-54.13 129-17-07.70 215.7 211 5.4 

01:15:07 028-26-26.82 129-16-55.08 201.3 211 6.2 

01:20:07 028-26-00.41 129-16-41.31 201.1 213 6.2 

01:25:07 028-25-35.27 129-16-26.62 202.8 210 5.7 

01:30:07 028-25-09.20 129-16-14.78 203.0 209 5.9 

01:36:39 028-24-35.61 129-15-57.80 196.2 208 5.8 

01:44:38 028-23-55.47 129-15-38.24 210.9 216 5.5 

01:52:39 028-23-17.02 129-15-15.53 207.6 216 5.4 

01:55:09 028-23-04.60 129-15-09.40 207.5 216 5.4 

02:01:38 028-22-33.55 129-14-50.32 208.8 228 5.3 

02:07:08 028-22-10.66 129-14-30.88 221.9 223 5.4 

02:10:37 028-21-54.84 129-14-20.62 204.4 220 5.2 

02:14:38 028-21-36.78 129-14-07.89 212.7 223 5.2 

02:16:09 028-21-30.32 129-14-02.89 214.1 223 5.1 

02:18:38 028-21-19.59 129-13-54.80 211.9 219 5.1 

02:19:08 028-21-17.16 129-13-53.32 210.3 226 5.0 

02:20:37 028-21-11.08 129-13-48.39 207.5 231 5.3 

02:24:39 028-20-54.91 129-13-34.55 218.7 236 4.9 

02:30:07 028-20-32.74 129-13-16.21 221.2 232 4.7 

02:34:37 028-20-14.97 129-13-00.16 227.5 235 4.5 

02:40:08 028-19-53.15 129-12-39.03 217.9 230 5.6 

02:41:08 028-19-49.03 129-12-35.11 224.3 236 5.4 

02:43:08 028-19-41.22 129-12-26.98 231.2 236 4.9 

02:44:08 028-19-37.43 129-12-22.89 232.0 232 5.0 
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02:45:08 028-19-33.28 129-12-18.89 228.7 238 5.6 

02:47:07 028-19-26.02 129-12-10.07 228.0 237 5.2 

02:48:07 028-19-22.43 129-12-05.71 232.8 238 5.3 

02:49:09 028-19-18.37 129-12-01.50 213.3 231 5.5 

02:50:08 028-19-14.44 129-11-57.53 229.6 241 5.0 

02:51:09 028-19-10.42 129-11-53.42 219.5 235 5.6 

02:52:08 028-19-06.63 129-11-49.30 217.2 233 5.4 

02:53:08 028-19-02.56 129-11-45.31 221.4 237 5.8 

02:54:08 028-18-58.86 129-11-40.77 228.8 240 5.1 

02:55:07 028-18-55.44 129-11-36.27 235.6 241 5.4 

02:56:08 028-18-51.72 129-11-31.54 237.9 238 5.5 

02:57:07 028-18-48.29 129-11-27.09 227.6 238 5.6 

02:58:08 028-18-44.54 129-11-22.34 234.0 240 5.4 

02:58:40 028-18-42.62 129-11-19.78 231.4 239 5.2 

02:59:08 028-18-40.96 129-11-17.61 230.4 237 5.5 

03:00:09 028-18-37.47 129-11-12.90 231.1 240 5.5 

03:00:38 028-18-35.84 129-11-10.51 242.4 238 5.7 

03:01:08 028-18-33.96 129-11-08.03 237.6 243 5.5 

03:08:09 028-18-10.07 129-10-37.53 154.2 246 0.5 

※ 船位は、上部操舵室上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、対地針路及び船首方位は

真方位である。 
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鹿児島県

奄美大島宇検村
枝手久島

曽津高埼灯台

篠川湾

曽津高埼灯台

枝手久島

付図１ 航行経路図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下図参照 

事故発生場所 

（令和４年１０月２５日

０３時０８分ごろ発生 
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写真１ Ａ船押船列  
 

 


